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仙台市社会福祉協議会 とは

 目的：地域福祉の推進（社会福祉法第109条）

 設置：全国及び都道府県、市区町村単位に設置

 設立：昭和26年（1951）年

 福祉事業を実施

 地区社会福祉協議会・町内会、民生委員児童委員

 福祉団体・施設、ボランティア

 地域包括支援センター、行政機関

 市社協：民間（社会福祉法人）の立場でＣＳＷ（コミュニ
ティソーシャルワーカー）等の福祉専門職を擁して、地域
福祉を推進する団体。
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仙台市社会福祉協議会の主な事業

 ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）による相談支援

 地区社会福祉協議会、町内会等への支援

 仙台市・各区ボランティアセンター

 仙台市・各区災害ボランティアセンター

 まもりーぶ仙台（権利擁護センター）

 各種福祉資金の貸付（生活福祉資金等貸付）

 民生委員児童委員協議会

 仙台市共同募金委員会

 日本赤十字社仙台市地区本部
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https://www.shakyo-sendai.or.jp/


7

https://www.shakyo-sendai.or.jp/use/


主な相談内容

・お金に困っているが
生活保護は受けたくない
・食べるものがない
・お金を借りたい
・通院が大変になってきた、
何か使えるサービスはないか
・引っ越してきたばかりで地域
のことがよくわからない
参加できるサロンや体操教室
を教えてほしい

・サービスを受けるには
どこに相談したらよいか
・ひきこもりの子どもがいて
悩んでいる
・無職の子に働いてほしい
・認知症の家族が心配
・不登校ぎみの子でもできる
ボランティア活動はあるか

・見守りをしていたら、気になる
世帯があった、どこに相談した
らよいか
・訪問したらごはんを食べて
いないと言っていた、食料支援
をしてもらえるところはあるか
・訪問したらお金に困って
いそうだった
・気になる世帯がいるが、
見守りはどのようにしたら
よいだろうか

本人から 親族・知人等から 地域の方から
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地区社会福祉協議会とは

 地区社協

 地域の人々が孤立せずに安心して暮らせるように、見守りや交流の機会
をつくる仕組み。

 おおむね小学校区、連合町内会の範囲、仙台市内104地区。

 町内会長からの推薦等により、福祉委員を選任。

 地域における支え合い活動「小地域福祉ネットワーク活動」

 社協会費と赤い羽根共同募金が原資。

 市社協からの交付金と、区・支部事務所のＣＳＷ（ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）
の専門的な支援を受け運営。
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地区社会福祉協議会の設置状況

仙台市内に104地区社協

青葉区
22地区社協

青葉区
宮城支部
11地区社協 泉 区

29地区社協

若林区
9地区社協

宮城野区
13地区社協

太白区
20地区社協



なぜ、支えあい活動が必要なのか？

【社会的背景】

 高齢者世帯（高齢夫婦世帯、高齢単身世帯）の急増

 家庭の小規模化、就労形態の多様化

 ライフスタイル、個人の意識、価値観の変化

【生活課題の複雑化、複合化】

 孤独・孤立、ひきこもり、ごみ屋敷、虐待、ネグレクト、育児困
難、生活困窮

 認知症支援、災害時の安否確認など

 公的サービスだけでは対応しきれない地域の課題に、住民同士が
協力して 解決に向けて取組む
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安心して暮らし続けるため

 誰かの「困った」（生活課題）を地域のみんなで共有し考え（地域課
題と捉え）、解決に向けて行動する。

公的サービス＋住民同士の日常的なつながり、思いやりの活動

孤立を防ぎ、困りごとを気軽に相談できる環境を育む

 誰もが住み慣れた地域で、いきいきと暮らし続けることができる。

 安心して暮らせる住環境。
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支え合い活動について

見守り活動

（安否確認）

• 1人暮らしの高齢者や高

齢夫婦世帯を定期的に

訪問

サロン活動

（開催・運営）

• 体操やお茶会など高齢

者が気軽に参加し、会

話ができる場の開催

日常生活の支援活動

（日常の助け合い）

• ごみ出し、電球交換、

家具の移動など

 地域における支え合い活動
・地区社会福祉協議会の取組み「小地域福祉ネットワーク活動」

 マンションにおける支え合い活動
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見守り活動とは

日頃から気にかけ、声掛けや訪問を行う。

 新聞、郵便物の受領状況確認

 外から電気の消点灯の確認

 すれ違った時に挨拶、さりげなく話しかける。

 ごみ出しのお手伝い。

 サロンや行事に参加し、楽しく会話する

 直接訪問（サロンの開催案内、あんしんカード）

 電話をかける など
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サロン活動とは

楽しい『交流の場』

 茶話会 ・地域カフェ・懇談会

 福祉や健康など暮らしに役立つお話

 料理、お菓子づくり ・手芸、絵手紙

 体操 ・カラオケ、合唱 など

「地域の交流」、「仲間づくり」、

「気持ちのリフレッシュ」、「孤立感、孤独感の解消」
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サロン活動のために

 仙台市内では、現在700以上の取り組みがあります。

 サロン活動は、住民の集いの場として、住民交流の機能をはじめ、仲
間づくり、生きがいづくり、健康づくり、地域づくりなど、様々な機
能を果たしている。

 お住いの地域のサロン活動について知りたい場合などには、『 せん
だいくらしのマップ 』で検索することができる。

Home  >活動を知りたい >地区社協について >地区社協について詳しく見る >地区社協の主な活動

 仙台市「集いの場」マップでのサロン活動
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https://www.shakyo-sendai.or.jp/know/area/
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https://www2.wagmap.jp/sendaicity/Portal?mid=235
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https://www2.wagmap.jp/sendaicity/Map?mps=10000&mid=82&mtp=pfm&mpx=140.88927743258375&mpy=38.25359337265229&gprj=3&fid=15-4320&ffid=15-4320
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https://www2.wagmap.jp/sendaicity/Map?mps=10000&mid=82&mtp=pfm&mpx=140.88927743258375&mpy=38.25359337265229&gprj=3&fid=15-4320&ffid=15-4320


サロン活動の動画
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https://www.youtube.com/watch?v=FQm9o2pvBUc
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https://www.youtube.com/@SendaiShakyoCh


誰かの「困った」を地域のみんなで共有し考え、解決に向けて
行動することで、誰もがいきいきと暮らし続けることができる
地域にする。

気づく

共有する

実践する

23



地域の「いつもと違うな・・・」
に気づく

その地域に住む人

だからこそ、地域の

現状をいち早く

キャッチできる。

地域住民や地域内

の変化を察知し、

早期に困りごとや

心配ごと、SOSに

気づく。

自然な気にかけ合

いができる環境や

仕組みづくり

身近な相談相手を

明らかにしておく。

小さな活動から始める
（例：あいさつ運動、掲示板活用）

相談先
・町内会・地区社協
・民生委員児童委員
・市社協区支部事務所 ＣＳＷ
・マンション管理無料相談会 など
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事例紹介（相談会）
 団地住民のための相談会

住民同士の支え合いを促進

背景: 住宅内の見守りする人が、いなくなるという課題

担当民生委員児童委員のいだいた危機感

 概要

市社協（ＣＳＷ）・行政と連携し相談会を開催

参加しやすいようエレベーターホール前で実施

 今後の展開

サロン開催の際に、相談コーナー併設など
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「心配かも・・・」の情報を
共有する

日頃の活動で気づ

いた変化や心配ご

とに関心を持つ。

町内会や民生委員

児童委員、包括・

CSWなどの専門機

関につなぐ。

「課題やニーズ、地

域の強み」を、共有

する場づくり・知る、

学ぶ機会づくり。

・地域福祉セミナー（10/20）
・ボランティアフォーラム（11/15）
・地域のボランティア育成講座

など

・管理組合内での話し合い・情報共有
・居住者向けアンケートの実施
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事例紹介（見守り会議）
 概要

 住民、支援者、関係機関が一堂に会する会議

 見守り世帯の現状の共有と支援強化

 会議参加者が連携し、支援アプローチを検討

 マンション内の支え合い活動の充実に向けた意見交換

 会議参加者

町内会長（元理事長）、マンション管理組合理事、マンション管理士

（顧問）、管理員、管理会社、地区社会福祉協議会福祉委員、民生委員

児童委員、区役所保健福祉センター職員、地域包括支援センター、仙台

市社会福祉協議会CSW（主催）
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地域福祉活動を実践する

見守り活動やサロン活動の企

画・運営、課題の解決に向けた

話し合いの場への参加など、多

様な主体と協働で取組む。

地域のサロン活動や、生活や

福祉に関する情報等をマンショ

ン内・地域の皆さん一人ひとり

に伝えていく。

・地区社協の福祉委員
・民生委員児童委員 として

・サロン企画委員会議
・サロン開催案内チラシ
・サロンだより 作成 配布
・SNSの活用
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事例紹介（サロン活動）
 マンション住民の交流サロン

 住民同士の交流促進、地域のつながりを深める

 月1回、マンションの集会室

 民生委員児童委員・地区社協の福祉委員による声がけで毎回約10名参加

 サロンへの参加呼びかけ訪問、会場での近況確認・交流

 課題

 若い世代の参加が少ない、

 掲示板でのお知らせのみでは参加者が増えにくい

 今後の展開

 会場を地域資源として開放

 近隣町内会からの参加を促進し、交流のさらなる広がり
29
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活動のためのツール

より安心して、充実した活動を行うために

「活動のポイント」

あんしんカード

（「福祉委員ブック」仙台市社会福祉協議会）
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https://www.shakyo-sendai.or.jp/cms/wp-content/themes/shakyo-sendai/template-parts/download.php?file=https%3A%2F%2Fwww.shakyo-sendai.or.jp%2Fcms%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F04%2Faeeb287e87adf73c8a72fe27528cb716.pdf&name=%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%A7%94%E5%93%A1%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF_%E5%85%A8%E7%B7%A8_compressed.pdf
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活動のポイント２
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活動のポイント4
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仙台市ボランティアセンターについて

仙台市社会福祉協議会ではボランティアセンターを運営しています。

 ボランティア情報の紹介・提供

総合相談の窓口

マッチングポータルサイトの運営

 サロンスペース、情報コーナー（福祉プラザ大規模改修中）

団体活動室

印刷機コーナ

 ボランティア活動保険
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地域の資源とニーズをつなぐ

マッチングポータルサイト

 ボランティアをしてほしい

 地域イベントでボランティアを募集したい

 ボランティアをしたい

 地域でのボランティア情報が知りたい
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https://www.ssvc.ne.jp/matching/


ボランティア活動保険

 ボランティア・福祉活動行事保険

 サロンや行事を行う際には、行事参加者・行事主催者を被保険者（補償の対
象者）として一括加入できる。

 ボランティア活動保険

 ボランティア活動をする方が活動中に、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊し
たことにより損害賠償問題が生じた場合

 ボランティア活動中の事故により、ボランティア本人がケガをした場合、損害を補償
する有料の保険

※マンション管理組合、町内会等の会員の共通の利益、親睦を目的とし活動は対象外

 【参考】仙台市市民活動補償制度
39

https://www.shakyo-sendai.or.jp/action/volunteer/insurance/
https://www.city.sendai.jp/nponinsho/kurashi/manabu/npo/shimin/shiensedo/katsudo/hosho.html
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https://www.shakyo-sendai.or.jp/use/facility/district-office/
https://www.instagram.com/sendaisishakyo_wakabayasi/


高齢者とのコミュニケーションについて
～地域包括支援センターのご紹介～

 地域包括支援センターは、市内53ヶ所

 高齢者や家族の方からのさまざまな相談に応じるとともに、介護予防サービスの紹介や関
係機関との調整、虐待防止などの権利擁護活動を行う。

 家族の物忘れが気になる、 認知症のことをもっと知りたい場合は

 気になることや今後どのように対応すればよいのかなど相談できる。認知症の本人や家
族、地域の人が交流し、認知症 について学び合う「認知症カフェ」、介護家族がお互い
の経験や 工夫等を語り合う「家族交流会」などがある。

 認知症の方に声をかける場合は

 驚かされたり、急がされるのが苦手、周りの人はその点を心得ておくことが大切、本人の
意思、自尊心を尊重する接し方を心がける。 ⇒認知症サポーター養成講座 など
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https://www.city.sendai.jp/kurashi/kenkotofukushi/korenokata/ninchisho/index.html


今後に向けて

在宅高齢者世帯調査【仙台市政だより令和7年６月号P.13】

民生委員児童委員による直接訪問調査

 75歳以上の在宅高齢者が対象（新たに75歳になった方）

調査期間は6～9月

令和8年度は3年に一度の全数調査

【参考】仙台市要配慮者避難支援プラン（全体計画）の改訂

 「避難行動要支援者名簿」本人申請から、要介護の方等自動登録に

 「個別避難計画」を新たに順次作成
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ちいきの そうだんは わたしたちに
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